
建築物の景観手続きフローチャート

ＹＥＳ

地域景観づくり協議会 地域住民と意見交換が必要

事前協議（デザインレビュー）区域 事前協議申出が必要（※１）

　　　　　　　　　　　　　ＮＯ
　　　　　　　　　　手続き終了後

伝統的建造物群保存地区 伝統的建造物群保存地区の許可申請へ

　　　　　　　　　　　　　ＮＯ ＹＥＳ

美観地区

美観形成地区 ＹＥＳ

　　　　　　　　　　　　　ＮＯ

山ろく型建造物修景地区

　　　　　　　　　　　　　ＮＯ ＹＥＳ 建造物修景地区の届出へ

山並み背景型・岸辺型・町並み型

建造物修景地区 ＹＥＳ

建築物の高さが10mを超える

又は

延べ面積が200㎡を超える

（戸建て専用住宅を除く。）

　　　　　　　　　　　　　ＮＯ

近景デザイン保全区域

　　　　　　　　　　　　　ＮＯ ＹＥＳ

遠景デザイン保全区域

（視点場から３キロ以内） 近景・遠景デザイン保全区域の届出へ

　　　　　　　　　　　　　ＮＯ ＹＥＳ

遠景デザイン保全区域

建築物の高さ（塔屋等を含む。）が

10mを超える ＹＥＳ

　　　　　　　　　　　　　ＮＯ

眺望空間保全区域 眺望空間保全区域の認定申請へ（※２）

ＹＥＳ

※１…建築等の種別，規模によって手続きの有無が異なります。

美観地区・美観形成地区の認定申請へ

上記地区・区域に関する手続きは不要です。

美観地区，美観形成地区，建造物修景地区に

おいて手続きを行う場合は，この届出は不要

です。

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281403.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281331.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281305.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281317.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281319.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281553.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281553.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281317.html

